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2．強震観測事業推進連絡会議

我が国における強震観測は，その開始当初から複数

の機関(それも主として教育・研究機関が中心となっ

て)で強震計の設置から記録の回収・解析までが行われ

るという体制で行われている。従って，各観測者間の

連絡を図り，観測情報及び観測資料の交換，強震動に

関する各種の研究を調整するための組織が必要とされ

た。

1955年1月に資源調査会から内閣総理大臣に対して

「強震測定計画に関する勧告」が出され，勧告後しば

らくは同調査会地震小委員会が連絡組織の役割をはた

していた。強震計の設置台数，観測記録数が増加する

につれて，より強力な組織が必要となり， 「強震測定

委員会」が資源調査会とは別に組織され, 1956年12月

から活動を開始した。 しかし， この委員会には決まっ

た予算がなく，強震計製作者及び民間の好意ある協力

と東京大学地震研究所に配分された科学試験研究費等

の各種補助金の一部により，どうにか強震観測事業が

続けられていた。

1964年6月に発生した新潟地震は，耐震工学．地震工

学にとって強震記録が貴重な学術的資料を提供してく

れることを実証してくれ，強震計増設の必要性を再確

認させることとなった。この地震発生が契機となって，

1964年11月に日本学術会議より 「耐震工学研究の強化

1・はじめに

我が国における強震観測の歴史は, 1951年に「標準

強震計試作委員会」が強震計試作の作業を開始した時

に始まった。この委員会では1953年3月に試作機を完成

し, ｢SMAC型強震計」と命名し，第一号機を東京大学

地震研究所に設置して1953年6月から観測を開始した。

観測開始当初は設置強震計も少なく，かつ，強震議

測に関係する機関も限られていたので，強震観測の全

貌はきちんと把握されていたが，強震計の設置が進み，

関係機関も増加してくると，その全貌をしかとは捉え

られなくなってきた。強震観測を総合的に推進し，関

係機関間の調整を行う必要から， 「強震観測事業推進

連絡会議(以下「強震連絡会議」という）」が科学技術

庁防災科学技術研究所(当時の国立防災科学技術セン

ター)に1967年6月に設置され，今日に至るまで強震鶴

測推進のために種々の活動を行ってきている。

本報告では強震連絡会議の活動内容(主として近年の

活動に的を絞って)を紹介することとする。強震観測廃

始から強震連絡会議設立に至るまでの，いわば強震議

測の黎明期の内容については，田中貞二先生の箸にな

る「日本における強震計の開発と初期の強震観測j

(ORI研究報告94-02,1994年10月)に詳しく論じられてい

るし，本日の特別講演でも同趣旨の報告があるので参

考にされたい。

＊科学技術庁防災科学技術研究所防災総合研究部長 Di正ctor,DisasterPIEventmResear℃hdivision

NationalResear℃hlI1stito'fdamrEarthScienceandDisasterPrevention
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a･強震計配置計画の樹立

b.強震計設置点及びこれに関する諸資料の収集，整

備

c､強震記録の収集整備(各機関は差し支えない限り

なるべく多くの記録を事務局あて送付するものとす

る｡）

。､上記諸資料の連絡会議への送付

2．強震計の維持管理について

(1)国立機関等はそれぞれの保有する強震計の維持管理

にあたる。

(2)民間等に所属する強震計の維持管理には保有者又は

1-(2)-cの諸団体がこれにあたる。

3．その他

防災センターは強震観測事業の推進に資するため、

必要な財政上の措置を講ずるよう努める。

拡充についてjの勧告が内閣総理大臣に提出された。

この勧告がなされてから, 1965年度に東京大学地震研

究所に「強震計観測センターjが設置され， 「強震測

定委員会」の運営に関する経費の一部に対して初めて

国費の予算化がはかられた。

ところが，新潟地震を契機として強震計の設置が括

発になったのに対し，強震計観測センターの予算は増

加が見込めず，連絡組織の強化がまたまた痛感される

に至った。 1967年6月「強震観測事業推進連絡会議」が

設置され，その運営経費が国立防災科学技術センター

予算として認められ，従来の「強震測定委員会」と協

力して強震観測事業を推進することとなった。

強震連絡会議は発足当時の運営要項にてその活動内

容を次のように定めている。

強震観測事業推進連絡会議運営要項

強震の性質を解明し，わが国の耐震技術を発展させ

震災防止をはかるためには強震観測網を整備拡充する

とともに測定結果を有効に利用することが肝要である。

このため， 日本学術会議勧告の趣旨にそって下記の方

針で強震観測事業の推進をはかるものとする。

1．組織について

(1)国立防災科学技術センター(以下防災センターとい

う)に強震観測事業推進連絡会議(以下連絡会議という）

を設ける。連絡会議の事務局は防災センターにおく。

(2)連絡会議は会長および委員をもって組織する。会長

は互選とし，委員は次の各号に掲げる者をもって充て

る。

a,業務の必要上，相当数の強震計を保有し強震観測

事業を行っている官公庁，公団，公社(科学技術庁，建

設省，運輸省， 日本国有鉄道等)の機関，部局の代表者

b.前項以外(民間その他)の強蒜十の保有者の代表者

c､民間，その他に所属する強震計を総括的に所掌す

る諸団体の代表者

d｡東京大学地震研究所強震計観測センター長

e｡学識経験者

f.その他本事業の推進に必要と考えられる者

(3)強震観測事業推進連絡会議は下記を行う。

a・強震観測網の現状把握

b､強震計の全国配置計画の策定

c､その他強震観測事業の推進に関する重要事項の審

議

。､資料の収集・配布

(4)強震観測事業推進連絡会議事務局は下記を行う。

a､強震観測事業を行う各機関の連絡

b.地震速報の配布

c・強震記録の収集と配布

d強震記録の分布とその結果の配布

(5)強震観測事業連絡会議に関係する各機関(大学関係

;士除く）は下記により連終会議↓こ協力するものとする。

強震連絡会議は会長に岡本舜三先生，幹事長に大

沢野先生をお願いして， 22名の委員で構成して発足

し,た。その後，多くの方々の協力を得ながら，強震

連絡会議は27年余の活動をしてきている。現在は以

下の委員によって構成されている。

東工大名誉教授

東大元助教授

埼玉大名誉教授

東大元教授

東大名誉教授

東大名誉教授

東京理科大教授

東大名誉教授

東大名誉教授

東大名誉教授

東大名誉教授

東大名誉教授

横浜国大教授

都立大元教授

東大教授

東大教授

京大教授

東大教授

都立大教授

科技庁防災科学技術推進調

整官

運輸省港湾技研所長

気象庁地震津波監視課長

建設省大臣官房技術審議官

建設省土木研所長

建設省建築研所長

鉄道総研専務理事

電中研我孫子研醗長

小林啓美

田中貞二

和達情夫

金井 清

萩原尊禮

岡本舜三

福岡正巳

梅村 魁

大崎順彦

久保慶三郎

嶋 悦三

田村重四郎

柴田 碧

渡部 丹

太田 裕

片山恒雄

入倉孝次郎

南 忠夫

鈴木浩平

山下弘二

会長

幹事長

委員

男
弘
章
尚
伸
一
雄

節
栄
真
彰

野田

吉田

尾田

飯島

岡本

田中

桜井
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吉田正良日本建築センター理事

土田 肇沿岸開発技術研究センター

理事長

鈴木重信NTT取締役

大谷圭-一科技庁防災研部長

以上の32名で構成される親委員会の下に，強震観

測関係機関の実務担当者を中心とした幹事会(16名）

が設置されており，実務的な議論は幹事会で行い，

親委員会では総括的な討論を行うという形で，強震

連絡会議は運営されている。

域されるようになっている。

:}､2強震速報

FStrong-MotionEal､thquakeRecordsinJapan"は

年報として年一回の刊行であり， 日本国内で発生し

た主要な地震の際に採取された強震記録の迅速な情

報公開に適切に対応出来ないことから， より速やか

にその情報を配布するために， 「強震速報」を強震

連絡会議では刊行している。

この強震速報は，気象庁からいずれかの地点で震

度V以上が観測された地震が発生した時又は震度は

Vに達しなくとも多くの強震記録が収集され，その

情報を広く配布することが有意義であると判断され

た時に刊行することとしている。本速報には各地点

の最大力睡度又は最大速度値と主要記録の波形が掲

載されている。本速報は日本語で編集しているが，

各項目の解説を末尾に英語で掲載することにより，

海外でも広く参考に供して頂いている。

'Strong-MotionEarthquakeRecoeds in ｡iapan"も

「強震速報jも強震連絡会議の名で出版されている

が，強震連絡会議で観測している強震計は一台も無

いので，提供される記録は多くの関係機関の方々の

協力によるものである。近年では多くの建設会社か

らの記録提供が増えており，情報の質が著しく向上

している。この場を借りて，ご協力頂いている各位

に厚くお礼申し上げたい。

3．強震連絡会議の出版物

前節で述べた設立当初の運営要項は，今日ではよ

り簡潔なものに改められているが，その活動内容や

活動の精神は変更なく運営されている。この強震連

絡会議の活動の中で外部の人に最も関係あるものが

その出版物であろう。本会議が編蟇して定常的に刊

行している出版物は, "Strong-MotionEarthquake

RecordsinJapan"と「強震速報」である。

3-1Strong-MotionEarthquakeRecordsinJapan

強震記録力蓄積されその公開が多くの人から望ま

れるようになり, 1960年3月に「強震測定委員会」

における関係者の努力により，英文の本書の第一号

が発刊された。その後，一時期「強震測定委員会」

と「強震連絡会議」の双方が交互に発刊する時期を

経過した後，現在は強震連絡会議が毎年－－号ずつ発

刊している。毎年3月（各年度末）にその一年前に

収集された強震記録をまとめて出版している。この

出版物は英文にて編集され，世界各国の研究機関に

も送付され， 日本における強震観測の年報として認

知されている。

本誌には過去一年間に強震記録の採取された地震

のリスト，強震連絡会議に登録されている強震計の

設置状況のリスト，地盤又は構造物の最下階で0, 029

又は構造物の上層部で0, 059以上の記録が採取された

全観測点の最大力睡度(又は速度)値のリスト，地盤

又は構造物の最下階で0｡ O5g又は構造物の上層部で

0@ 109以上の記録の時系列波形が収録されている。

本誌の最新刊は1994年3月に刊行されたVolume37で

あるが， これまでの全37巻には， 2167地震に対して

記録が採取された情報が収録されている。強震観測

が開始された初期のころには，使用される強震計は

SMAC型の機械式の記録方式のものであったｶ;,今日

ではディジタル記録方式の強震計が多用されるよう

になっており，収録される波形記録もディジタル計

測したものをアナログ表示する例が多くなってきて

いる。初期の強震計と言えば加速度計と決まってい

たが，今日では加速度のみならず，速度や変位も記

録されるようになっており，本誌にも速度波形も褐

4．全国配置計画の策定

前述した要項でも強震連絡会議に対して， 「強震

計の全国配置計画の策定」を求めている。この趣旨

に沿って強震連絡会議では, 1969年9月に小委員会を

設置し，全国の強震観測地点の分析を行い，地盤の

振動特性，都市の重要性，大地震の記録の確保など

を考慮・検討して， 1972年2月に「強震計の全国的配

置計画について」を発表して，約2, 100台におよぶ全

国配置計画の大綱を示した。この大綱では配置計画

を次のようにまとめている。

①強震計を全国に分散させる地域別配置は，東京都，

北海道，大阪府を除いた府県の平均が約20個所にす

る。各都道府県内ではできるだけ分散配置する。

②都市における震災防止の問題を重視し，人口20万

以上の都市には別途必要個所を人口に応じて増加さ

せる。

③各個所には原則として2台以上の強震計を設置させ

る。

強震連絡会議ではこの計画を基に。その実現を各

界に要望し推進をはかってきた所である。 しかしな

がら，上記強震計全国配置計画発表以来約20年の間

に強震計の設置・記録の収集は順調に推移している

が，観測点の大都市集中傾向の一層の増進，近年に
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観測を強化すべき地域の観測点間隔は,M6,0以上

を有する地震が発生した時，震度V程度の揺れが記

録出来ることを規準として設定し，強化メッシュの

大きさは25kmとした。強化メッシュの決定に際して

は，以下の3つの項目を考慮した。

(1)地震活動度の高い地域とし，建設省総プロ「新耐

震設計法の開発」で提案された地域Aを採用した。

(2)地震予知連絡会議が指定する特定観測地域，観測

強化地域

(3)人口密度の高い地域

このようにして設定された基本メッシュ及び強化

メッシュに今後どのように配置していくかの検討を

行った。その考え方は， (1)強震計未設置メッシュの

解消， (2)観測点の少ないメッシュに対する高密度配

置を推進することとした。現状の強震観測点の分布

を基礎資料として，検討を行った結果, (1)のために

必要な観測点は480個所， (2)のためには270個所とな

り．全体目標としては750個所の設置が必要とされた。

また， この配置計画では，次の項目についても要

望項目としてその設置を計画している。

①新設観測点では地盤への強震計設置を推進する。

②可能な場合には，地盤種別の異なる地盤への複数

設置を要望する。特に岩盤上への設置を強く要望す

る。

③人口密度の高い都市域では，各項目の要望事項と

汝独立に設置空白の解消を図ることとする。

おける地震災害危険度に関する研究の進展，地震予

知研究の発展等を考慮し，今後全国的な強震観測点

の配置を再検討し，我が国の強震観測を効率的かつ

経済的に推進することが重要であると判断されるよ

うになってきた。強震連絡会議では以上のような強

震観測の発展に関わる諸条件の変化を踏まえ．今後

1l)～15年を視野においた強震観測事業推進の指標と

して，新しい全国的配置計画の策定を目指し， 「強

震計全国的配置計画再検討小委員会」を].983年11月

に設置し，討議の結果として， 『強震計全国的配置

基本計画に関する報告書jを1988年9月に取りまとめ

た。

新しい配置計画の検討に当たっては，全国的な配

置の不均衡を是正すると共に，地域的な地震災害危

険度を考慮することによって，強震記録採取の効率

化を図ることを方針とした。また，前回の配置計画

の考え方を尊重すると共に，近年の社会的・経済的

な諸情勢の変化を踏まえ，その検討作業が実施され

た。なお，本配置計画では，記録の利用性が高い地

盤上における強震観測に視点をおいて作成された。

耐震工学上必要な各種構造物での強震観測について

は，各関係機関がそれぞれの目的に応じた適切な配

置計画を立案するものとしている。

日本列島およびその周辺では，太平洋沿岸沖に大

～巨大地震が， 日本i郡Iには中～大規模地震が， ま

た列島内陸部では浅発性の中規模地震が発生する。

このような地震資料から見た地震活動度は地域的な

特徴を持つが，活断層は日本列島のほぼ全域に分布

しており， 日本中の何処でも強い地震動に見舞われ

る可能性があるといえよう。そして， ‐一つの地域で

は稀にしか遭遇しない強震の記録を取り逃がさない

ためには，観測点を最低必要な間隔で全国等密度に

配置することが基本的に必要である。さらに，強震

観測の効率化のためには，近年の地震災害危険度や

地震発生予測に関する研究成果を採り入れて，観測

点密度を地域的に変化させることが合理的と考えら

れる。以上の観点から強震観測点の配置方針は，全

国を一様な密度でカバーする「観測基本メッシュ」

と，地域的に観測点密度を高めるための「観測強化

メッシュ」の2種類を考えることとした。

全国均等配置の観測点間隔は．強震観測の目的を

考慮して，以下の規準を目安に決定した。

①M6｡ 5程度以上の地震が発生した時，震度V程度の

の揺れが記録出来ること。

②M6, 0程度以上の地震が発生した時，震度1V程度の

揺れが記録出来ること。

この2つの条件を満足する強震計の全国均等配置のた

めの観測点間隔としては｡ 50kmを設定することが適

当と判断し・ これを基本メッシュの大きさとした。

5．観測点台帳のデータベーース化

強震観測の現状を把握するためには，観測点情報

を正確に収集・整理することが重要である。強震連

絡会議では関係機関の協力を得て，強震観測点を登

録してもらうこととし， 「全国強震観測地点台帳」

としてとりまとめを行った。この台帳には観測地点

の位置，強震計の設置状況，設置地点の地盤・構造

物の情報等が含まれている。台帳は観測点の増加・

変化に応じて再編集することが必要であるので．

「追録」の形で発行してきた。 しかしながら，今日

のコンピュータ時代に対応出来るように，データ検

索ソフトウェア(dBASE)にデータベース化する作業を

実施し，台帳の情報と年報から強震記録の各地点で

の採取状況が，パソコンで扱えるようになった。近

い将来多くの人に使って貰えるようにする予定であ

る。強震記録の時刻歴データベースはいくつかの機

関で実現しているので，強震連絡会議では観測点情

報のみのデーータベース構築・整備を推進している。

今後このデータベーース充実には強震観測に関係する

人達の協力が不可欠である。よろしく協力方お願い

します。

－6－


